
2021 年 4 ⽉ 28 ⽇   
  

JBIC ・ NEXI の ガ イ ド ラ イ ン 実 施 状 況 確 認 調 査 に 関 す る 質 問   
  

「環 境・ 持 続 社 会」 研 究 セ ン ター （ JACSES ）   
国 際 環 境 NGO   FoE   Japan   
メ コ ン・ ウォッ チ   

  
◆JBIC の 実 施 状 況 確 認 調 査 に 関 す る 質 問   
  

1. p.6 「環 境 ガ イ ド ラ イ ン の 実 施 体 制」 ② で、 輸 出 ⾦ 融 案 件 に お け る NEXI と の 協 ⼒ に 
よっ て、 「必 要 な ⼿ 続 き の 簡 素 化・ 効 率 か に 務 め て い る」 と あ る が、 こ う し た 「ワ 
ン ス トッ プ ショッ プ」 の よ う な 取 組 み は JBIC 及 び NEXI の 「異 議 申 ⽴ 制 度」 で も ⾏っ 
て い る の か。 あ る い は、 ⾏ な う 予 定 は あ る か。   

2. 意 思 決 定 時 点 で ESIA   レ ポー ト の ド ラ フ ト 版 の み が 存 在 し て い た 案 件 の 件 数、 地 域、 
セ ク ター を 教 え て 頂 き た い。   

3. 意 思 決 定 時 点 で ESIA   レ ポー ト の ⼀ 部 の み が 完 成 し て い た 案 件 の 件 数、 地 域、 セ ク 
ター を 教 え て 頂 き た い。   

4. ESIA レ ポー ト に Appendix が あ る 場 合 は、 す べ て 公 開 さ れ て い た か。 公 開 さ れ て い な 
い 案 件 の 件 数、 地 域、 セ ク ター を 教 え て 頂 き た い。   

5. 現 地 制 度 上、 ESIA   レ ポー ト の 作 成 が 不 要 と さ れ る 案 件 に お い て、 代 替 と な る ⽂ 書 を 
⽤ い て 環 境 レ ビュー が ⾏ わ れ て い た 案 件 の 件 数、 地 域、 セ ク ター、 環 境 レ ビュー に 
⽤ い た ⽂ 書 の 名 称 を 教 え て 頂 き た い。   

6. ESIA レ ポー ト が 作 成 さ れ て い な い 案 件 で 他 の ⽂ 書 を ⽤ い た 場 合、 ESIA レ ポー ト と の 
同 等 性 を 判 断 し た 基 準 は 何 か。   

7. ⼤ 規 模 な ⾮ ⾃ 発 的 住 ⺠ 移 転、 ⼤ 規 模 な ⽣ 計 ⼿ 段 の 喪 失、 先 住 ⺠ 族 へ の 影 響 が ⽣ じ た 
案 件 の そ れ ぞ れ の 件 数、 地 域、 セ ク ター を 教 え て 頂 き た い。   

8. ⼤ 規 模 な ⾮ ⾃ 発 的 住 ⺠ 移 転 が 発 ⽣ す る 案 件 中、 環 境 レ ビュー 時 に 「住 ⺠ 移 転 計 画」 
が 提 出 さ れ な かっ た 案 件 の 件 数、 地 域、 セ ク ター を 教 え て 頂 き た い。 ま た、 ⼤ 規 模 
な 「⾮ ⾃ 発 的 住 ⺠ 移 転」 が 発 ⽣ し な い 場 合 で も、 ⼤ 規 模 な 「⽣ 計 ⼿ 段 の 喪 失」 の み 
が 発 ⽣ す る 案 件 中、 環 境 レ ビュー 時 に 「⽣ 計 回 復 計 画」 が 提 出 さ れ な かっ た 案 件 は 
あっ た か。 あっ た 場 合 は そ の 件 数、 地 域、 セ ク ター を 教 え て 頂 き た い。   

9. p.8 で カ テ ゴ リ A 案 件 に つ い て、 JBIC が 外 部 専 ⾨ 家 と と も に 現 地 実 査 を ⾏ い、 「必 要 
に 応 じ て、 そ の 他 現 地 住 ⺠ 等 と の ⾯ 談 も 実 施 し て い た こ と が 確 認 さ れ た」 と あ る 
が、 該 当 し た 案 件 の 件 数、 地 域、 セ ク ター、 実 施 し た 理 由 を 教 え て 頂 き た い。   

10.カ テ ゴ リ B に お い て、 ESIA レ ポー ト を ⼊ ⼿ し た 案 件 の 件 数、 地 域、 セ ク ター を 教 え 
て 頂 き た い。   

11. カ テ ゴ リ FI の う ち、 サ ブ プ ロ ジェ ク ト が カ テ ゴ リ A 相 当 に なっ た 案 件 の 件 数、 地 域、 
セ ク ター を 教 え て 頂 き た い。   

12.世 界 銀 ⾏ の セー フ ガー ド ポ リ シー と の 適 合 性 を 確 認 し た 案 件、 IFC パ フォー マ ン ス ス 
タ ン ダー ド と の 適 合 性 を 確 認 し た 案 件 の そ れ ぞ れ の 件 数、 地 域、 セ ク ター を 教 え て 
頂 き た い。 ま た、 両 基 準 い ず れ も 適 合 性 を 確 認 し て い な い 案 件 の 件 数、 地 域、 セ ク 
ター を 教 え て 頂 き た い。   

13.他 の 国 際 ⾦ 融 機 関 が 定 め た 基 準、 そ の 他 の 国 際 的 に 認 知 さ れ た 基 準、 ⽇ 本 等 の 先 進 
国 が 定 め て い る 基 準 ま た は グッ ド プ ラ ク ティ ス 等 を ベ ン チ マー ク と し て 参 照 し た 案 
件 の 件 数、 地 域、 セ ク ター、 参 照 し た 基 準 の 名 称 を 教 え て 頂 き た い。   



14.国 際 基 準 等 と の 適 合 性 確 認 に お い て 乖 離 が あ る と 判 断 さ れ た 案 件 の 件 数、 地 域、 セ 
ク ター を 教 え て 頂 き た い。 ま た、 そ の 場 合、 各 案 件 に つ い て OECD 事 務 局 へ の 報 告 
は ⾏ わ れ た か。   

15.年 間 の 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 が 25,000CO2 換 算 ト ン を 超 え る 案 件、 ⼆ 酸 化 炭 素 排 出 原 
単 位 700g/kWh   を 越 え る 化 ⽯ 燃 料 発 電 案 件 の そ れ ぞ れ の 件 数、 地 域、 セ ク ター を 教 
え て 頂 き た い。   

16.「環 境 社 会 影 響 評 価 報 告 書 等 以 外 に」 JBIC が 「環 境 社 会 配 慮 確 認 の た め 借 ⼊ ⼈ 等 か 
ら ⼊ ⼿ し た ⽂ 書」 （特 に 住 ⺠ 移 転 計 画 や ⽣ 計 回 復 計 画、 先 住 ⺠ 族 計 画） に つ い て、 
当 該 案 件 の 件 数、 地 域、 セ ク ター を 教 え て 頂 き た い。 ま た そ の う ち、 JBIC の ウェ ブ 
サ イ ト に 「⼊ ⼿ 状 況」 が 公 開 さ れ た 案 件 の 件 数、 地 域、 セ ク ター を 教 え て 頂 き た 
い。 同 様 に JBIC の ウェ ブ サ イ ト に 「当 該 ⽂ 書」 が 公 開 さ れ た 案 件 の 件 数、 地 域、 セ 
ク ター を 教 え て 頂 き た い。   

17.プ ロ ジェ ク ト の 名 称、 国 名、 場 所、 プ ロ ジェ ク ト の 概 要、 セ ク ター、 カ テ ゴ リ 分 類 
及 び そ の 根 拠 が、 JBIC の ウェ ブ サ イ ト に 公 開 さ れ る ま で の ⽇ 数 は、 借 ⼊ ⼈ 等 に よ る 
ス ク リー ニ ン グ フォー ム の 提 出 を 受 け た 後、 最 短 で 何 ⽇、 最 ⻑ で 何 ⽇、 ま た 平 均 で 
何 ⽇ で あっ た か。   

18.カ テ ゴ リ Ａ 案 件 に 係 る 環 境 社 会 影 響 評 価 報 告 書 等 の ⼊ ⼿ 状 況 及 び 当 該 ⽂ 書 が、 JBIC 
の ウェ ブ サ イ ト に 公 開 さ れ る ま で の ⽇ 数 は、 借 ⼊ ⼈ 等 か ら 当 該 ⽂ 書 の 提 出 を 受 け た 
後、 最 短 で 何 ⽇、 最 ⻑ で 何 ⽇、 ま た 平 均 で 何 ⽇ で あっ た か。 ガ イ ド ラ イ ン の 規 定 に 
基 づ い て 貸 付 実 ⾏ の 停 ⽌ を ⾏っ た 案 件 （⼀ 時 的 に 停 ⽌ し た も の も 含 む）、 借 ⼊ ⼈ に 
期 限 前 償 還 を 求 め た 案 件 の そ れ ぞ れ の 件 数、 地 域、 セ ク ター を 教 え て 頂 き た い。   

19. p.14 （１） 基 本 的 事 項 で 「委 員 会 の 設 置」 に つ い て 「現 地 制 度 に 沿っ て 委 員 会 が 設 
置 さ れ て い た」 と あ る が、 当 該 案 件 の 件 数、 地 域、 セ ク ター を 教 え て 頂 き た い。 ま 
た、 「現 地 制 度 上、 委 員 会 の 設 置 が 求 め ら れ て い な い 案 件 で も、 事 業 者 側 が プ ロ 
ジェ ク ト に 応 じ た 委 員 会 を 設 ⽴ し て い る 案 件 も 確 認 さ れ た」 と あ る が、 当 該 案 件 の 
件 数、 地 域、 セ ク ター を 教 え て 頂 き た い。 ESIA レ ポー ト 等 の ⽂ 書 に 代 替 案 に 係 る 記 
載 が な い 案 件 の 件 数、 地 域、 セ ク ター を 教 え て 頂 き た い。   

20.派 ⽣ 的・ ⼆ 次 的 な 影 響、 累 積 的 影 響、 不 可 分 ⼀ 体 施 設 の 影 響 を 確 認 し た 案 件 の そ れ 
ぞ れ の 件 数、 地 域、 セ ク ター、 影 響 の 内 容 を 教 え て 頂 き た い。   

21.「事 業 者 に よ る コ ン サ ル テー ショ ン の 開 催 が 義 務 付 け ら れ て い な い 案 件」 に つ い 
て、 当 該 案 件 の 件 数、 地 域、 セ ク ター を 教 え て 頂 き た い。   

22.ス テー ク ホ ル ダー 協 議 が ⾏ わ れ な かっ た 案 件 の 件 数、 地 域、 セ ク ター、 ⾏ わ れ な 
かっ た 理 由 を 教 え て 頂 き た い。   

23.森 林 認 証 の 取 得 の 奨 励 が ⾏ わ れ た 案 件 の 件 数、 地 域、 セ ク ター を 教 え て 頂 き た い。   
24.事 前 の 補 償 が ⾏ わ れ な かっ た 案 件、 再 取 得 価 格 に 基 づ い た 補 償 が ⽀ 払 わ れ な かっ た 
案 件 に つ い て、 そ れ ぞ れ の 件 数、 地 域、 セ ク ター を 教 え て 頂 き た い。   

25.⼤ 規 模 な ⾮ ⾃ 発 的 住 ⺠ 移 転 等 が ⽣ じ た 案 件 に お い て、 以 前 の ⽣ 活 ⽔ 準 や 収 ⼊ 機 会、 
⽣ 産 ⽔ 準 に お い て 改 善 ま た は 少 な く と も 回 復 で き て い な い 案 件 の 件 数、 地 域、 セ ク 
ター を 教 え て 頂 き た い。   

26.⼤ 規 模 な ⾮ ⾃ 発 的 住 ⺠ 移 転 等 が ⽣ じ た 案 件 に お い て、 住 ⺠ 協 議 が ⾏ わ れ な かっ た 案 
件 の 件 数、 地 域、 セ ク ター を 教 え て 頂 き た い。   

27.⼤ 規 模 な ⾮ ⾃ 発 的 住 ⺠ 移 転 が ⽣ じ た 案 件 に お い て、 住 ⺠ 移 転 計 画 が 作 成 さ れ な かっ 
た 案 件 の 件 数、 地 域、 セ ク ター を 教 え て 頂 き た い。   

28.⽤ 地 取 得 は な かっ た と し て も、 ⼤ 規 模 な ⽣ 計 ⼿ 段 の 喪 失 が ⽣ じ た 案 件 に お い て、 ⽣ 
計 回 復 計 画 が 作 成 さ れ な かっ た 件 数、 地 域、 セ ク ター を 教 え て 頂 き た い。   

  
◆NEXI の 実 施 状 況 確 認 調 査 に 関 す る 質 問   
  



29.カ テ ゴ リ 分 類 が 適 切 に な さ れ て い た か の 調 査 は ⾏ わ れ た か︖ ⾏ わ れ て い れ ば、 そ の 
結 果 を、 ⾏ わ れ て い な い 場 合 は そ の 理 由 を 教 え て 頂 き た い。   

30. p.5 で 「 LNG   設 備 な ど セ ク ター に 当 て は ま ら な い 案 件 も あ り、 そ の 都 度 関 連 す る セ ク 
ター の チェッ ク リ ス ト を 参 照 し つ つ 環 境 レ ビュー を ⾏っ て い た」 と あ る が、 こ う し 
た 案 件 の 件 数、 地 域、 プ ロ ジェ ク ト の 種 類 （ LNG 設 備 等） を 教 え て 頂 き た い。   

31.意 思 決 定 時 点 で ESIA   レ ポー ト の ド ラ フ ト 版 や ⼀ 部 の み が 完 成 し て い た 案 件、 代 替 と 
な る ⽂ 書 を ⽤ い て 環 境 レ ビュー が ⾏ わ れ て い た 案 件 の そ れ ぞ れ の 件 数、 地 域、 セ ク 
ター を 教 え て 頂 き た い。 他 の ⽂ 書 を ⽤ い た 場 合、 ESIA レ ポー ト と の 同 等 性 を 判 断 し 
た 基 準 は 何 か。   

32. ESIA レ ポー ト に Appendix が あ る 場 合 は、 す べ て 公 開 さ れ て い た か。 公 開 さ れ て い な 
い 案 件 の 件 数、 地 域、 セ ク ター を 教 え て 頂 き た い。   

33.世 界 銀 ⾏ の セー フ ガー ド ポ リ シー と の 適 合 性 を 確 認 し た 案 件、 IFC パ フォー マ ン ス ス 
タ ン ダー ド と の 適 合 性 を 確 認 し た 案 件 の そ れ ぞ れ の 件 数、 地 域、 セ ク ター を 教 え て 
頂 き た い。   

34.他 の 国 際 ⾦ 融 機 関 が 定 め た 基 準、 そ の 他 の 国 際 的 に 認 知 さ れ た 基 準、 ⽇ 本 等 の 先 進 
国 が 定 め て い る 基 準 ま た は グッ ド プ ラ ク ティ ス 等 を ベ ン チ マー ク と し て 参 照 し た 案 
件 の 件 数、 地 域、 セ ク ター、 参 照 し た 基 準 の 名 称 を 教 え て 頂 き た い。   

35.国 際 基 準 等 と の 適 合 性 確 認 に お い て 乖 離 が あ る と 判 断 さ れ た 案 件 の 件 数、 地 域、 セ 
ク ター を 教 え て 頂 き た い。 ま た、 そ の 場 合、 OECD 事 務 局 へ の 報 告 は ⾏ わ れ た か。   

36.年 間 の 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 が 25,000CO2 換 算 ト ン を 超 え る 案 件、 ⼆ 酸 化 炭 素 排 出 原 
単 位 700g/kWh   を 越 え る 化 ⽯ 燃 料 発 電 案 件 の そ れ ぞ れ の 件 数、 地 域、 セ ク ター を 教 
え て 頂 き た い。   

37.派 ⽣ 的・ ⼆ 次 的 な 影 響、 累 積 的 影 響、 不 可 分 ⼀ 体 施 設 の 影 響 を 確 認 し た 案 件 の そ れ 
ぞ れ の 件 数、 地 域、 セ ク ター、 影 響 の 内 容 を 教 え て 頂 き た い。   

38.森 林 認 証 の 取 得 の 奨 励 が ⾏ わ れ た 案 件 の 件 数、 地 域、 セ ク ター を 教 え て 頂 き た い。   
39.事 前 の 補 償 が ⾏ わ れ な かっ た 案 件、 再 取 得 価 格 に 基 づ い た 補 償 が ⽀ 払 わ れ な かっ た 
案 件 の 件 数、 地 域、 セ ク ター を 教 え て 頂 き た い。   

  
  
  


